
令和７年度の介護予防・

日常生活支援総合事業について

健康医療部 長寿介護課



1. 事業名・サービス名の変更

2. 事業対象者について

3. コミデイ・栄養改善型配食のみの利用の方のケアマネジメ
ントについて

4. 介護予防支援の指定拡大に伴う取扱い



１． 事業名・サービス名の変更
国の指針を参照し、事業及びサービス名称の一部を変更します。

※介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の全部を
改正する件（令和６年３月29日付厚生労働省告示第168号）を参照してください。



① 利用可能なサービスの変更

2.事業対象者について

※１「通所Cまたは訪問C」の「利用中または利用後（有効期間内）」は事業対象者でも利用可能

要支援者

通所型サービス・活動C（リハトレ） ◯ ◯

訪問型サービス・活動C（栄養） ◯ ◯

通所型サービス・活動B（コミデイ） × ※1 ◯

栄養改善型配食 × ※1 ◯

通所介護相当サービス × ◯

訪問介護相当サービス × ◯

訪問型サービス・活動A × ◯

訪問型サービス・活動B × ◯

事業対象者



• 令和６年４月１日から事業対象者の有効期間を１２か月とします。

• 有効期間満了後も、コミデイ（要支援者枠）・栄養改善型配食を継
続利用する場合は、要支援認定が必要です。

• 事業対象者が要介護認定申請を行い、「非該当」の結果が出た
場合

→認定日の前日までは事業対象者として取り扱います。

申請日

事業対象者 非該当

認定日から非該当

認定日

② 令和６年４月から、新たに事業対象者になった方



→利用者が通所C/訪問Cを利用

できる状態像の方か包括・ケ

アマネジャーは確認。

→市は事業対象者の決定の判断

資料に用いる。

・事業対象者の届出には事業対
象者アセスメントシート、基本チ
エックリスト、届出書、被保険者
証の提出が必要。

茨木市独自様式

③事業対象者アセスメントシート



④令和６年４月以前から、事業対象者だった方

・令和６年４月時点で、事業対象者の方に向けて、新たな有効期間

（令和７年３月３１日）と記載した被保険者証と案内文を送付して
います。

・有効期間以降も継続してサービスが必要な場合は要介護認定申

請を行ってください。

・事業対象者が新規申請を行い、認定結果が要支援者、または

要介護者になった場合は、届出書の再提出が必要です。



R7.3.31

R7.3.25に介護認定の申請を行い、R7.3.31以降、R７.4.20に「非該当」の
認定結果が出た場合

R7.3.25
介護申請

R7.3.31日までは
事業対象者

時 間 軸

認定日
R7.4.20

結果「非該当」

事業対象者 非 該 当

R7.４.１～
事業対象者×
介護認定者×



令和４年10月から、

ケアマネジメントC での算定としています。

ただし、令和４年10月以前からコミデイのみを利用し、ケ
アマネジメントAを算定していた方は、ケアマネジメントA
の算定継続が可能です。※

※ 一度非該当（認定無し）や要介護となり、再度要支援となる
場合は対象外。

３．コミデイのみ、栄養改善型配食のみ、または
その両方のみの利用の方のケアマネジメント



４． 介護予防支援の指定拡大に伴う取扱い



• 指定介護予防支援事業者ができること

介護予防支援に限られます。

総合事業のみを利用する方の支援（介護予防ケアマネジメ
ント）については、従来どおり地域包括支援センターとの委託
契約が必要です。



• 指定介護予防支援の質の維持・向上

包括の確認がなくなっても適切なケアマネジメントを実施す
るには？

→生活課題アセスメントシート
を活用してください。

委託・指定問わず、誰でもが漏れの無いアセスメントを

行うことで、適切なケアマネジメントに繋げます。

生活課題アセスメントシートの詳細は市HPへ（リンク）

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/kaigohoken/jigyousyamuke/ksigohokenjigyousyamukesetumeikai_1/sonotasetumeikai/66064.html


• 指定介護予防支援事業者に対する地域包括支援センターの
一定の関与

包括からの委託でないケースについても、包括によるプラン
の検証が必要です。（介護保険法第115条の45第2項）

→介護予防支援の指定を受けた事業者は、

地域ケア会議への積極的な事例提供
をお願いします。



• 地域包括支援センターによるケアマネジャー支援

包括からの委託でない介護予防支援のケースは、包括に相
談できない？

→包括によるケアマネジャーへの支援は変わりません。

委託でないケースも、

必要に応じて包括に相談できます。



重要 「視聴後アンケート」について

今後のより良い運営に活かすため、 「視聴後アンケート 」の

回答に、ご協力よろし くお願いします。 (〆切R７ . 4 . 3 0 )

茨木市 健康医療部 長寿介護課


